
令和７年度「佐伯産米」食味コンクール 実施要領 
 
(目的) 
市内水稲生産者（法人を含む）の食味向上への意識改革と栽培技術向上につなげ、また、佐伯産

米を PR し消費拡大を推進する。 
 
(実施方法) 
 測定器審査・・・食味計によるタンパク質、アミロース分析で、タンパク質含有量及びアミロー

ス含有量による分析において上位３名までを選考する。 
官能審査・・・・測定器において上位３名を対象として、農業協同組合関係者及び有識者で構成

する審査会で、外観・香り・粘り・食感・食味。 
※総合評価から佐伯市の美味しいお米グランプリとして表彰する。 

 
（出品資格） 

市内に住所を置く水稲生産者（法人を含む）で、市内で作付けした令和７年産の玄米を対象と
する。また、作付けをする上で、水稲栽培管理を徹底する為、佐伯市ホームページ等に掲載し
ている「水稲栽培管理実績表」を常時作成できる方。 

 
（出品方法） 
 令和７年産玄米 1,800g（測定器審査用：500g、官能審査用：1,300g）を農政課水田・畜産振興

係窓口に出品する。ただし、１人１検体までとする。 
  
（出品期間） 

令和７年１０月１５日（水）から令和７年１１月１４日（金）まで 
 
（結果発表） 

測定機器による食味結果は、令和７年１２月下旬までに食味コンクール申込者宛に郵送にて送
付する。官能審査は令和７年１２月１６日（火）に実施し、「佐伯産米」食味コンクールにて上
位３名の発表及び表彰を実施する。 

 
（表彰） 
 ○グランプリ ○第２位 ○第３位 
 ※水稲栽培管理実績表など機械測定の結果状況を鑑み、当日官能試験審査員にて受賞者を選定
する。 
 
（その他） 
 ・出品されたお米については返却しない。（イベントでの活用や福祉団体等へ寄付予定。） 




